
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  課税売上が５億円超の事業者の課税仕入 

Ｑ：来年４月から、課税売上高が５億円超

の事業者は、課税売上割合が95%以上であって

も、原則どおり、仕入税額控除の計算をしな

ければならないそうですが、どのように計算

するのですか？ 

 

Ａ：２通りの計算方法があります。 

【解説】 

今年度の税制改正では、来年４月以後に開始

する課税期間から、その課税期間の課税売上高

が５億円超の事業者は、課税売上割合に関わら

ず、原則どおり、仕入税額控除の計算をしなけ

ればならなくなっています。 

仕入税額控除の計算方法には、次の２つの方

法があります。 

 ①一括比例配分方式 

  次の算式で計算する方法で計算は簡便です

が、２年間の継続適用が義務付けられています。 

  課税仕入れ等に係る税額×課税売上割合 

 ②個別対応方式 

  この方式は、課税仕入れ等の税額を課税売上

のみに対応する課税仕入れ、非課税売上のみに

対応する課税仕入れ、両方に対応する課税仕入

れに区分した上で、次のように計算する方法で

す。この方式は、課税仕入れを区分する手間が

かかりますが、課税売上にのみ対応する課税仕

入れが多い場合には、有利になります。 

  課税売上にのみ対応する課税仕入れ＋(両方

に対応する課税仕入れ×課税売上割合) 
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